
 

 

大阪市金融機関経営状況評価基準要綱 

 

第１ 目的 

この要綱は、金融機関の経営状況を把握し、預託先金融機関を選択するため、「大阪

市金融機関経営状況評価基準」（以下「評価基準」という。）の適正な運用を図ることを

目的とする。 

 

第２ 評価基準の考え方 

評価基準の考え方は、次の各項に定めるとおりとする。 

１ 評価基準の考え方と位置付け 

評価基準は、金融機関が経営破綻を起こすリスクに着目し、そうしたリスクを反映

した財務指標等により個々の金融機関の経営状況の評価を行うものである。 

一方で、取引関係そのものを見直す検討を行う際には、評価基準による定量的評価

だけで判断するのではなく、地域経済への影響や本市への貢献度など、定性的要素を

加味した判断が必要となるため、「大阪市公金管理調整会議」において、預託に関して

必要な対応策の調整を行う必要があり、評価基準はその調整の対象としての候補を選

定する、一次的な選択を行うものと位置付ける。 

 

２ 信用力の早期判別 

評価基準は、早期の段階で金融機関の信用度に関する判別を行うことを想定するも

のとする。 

したがって、信用度が明確に悪化したことを把握するための基準だけではなく、未

だ破綻の懸念はないものの、有力取引先企業の倒産など不測の事態に対する適応能力

等、基礎的な経営状況を評価する。 

 

３ 使用するデータの公平性 

評価基準に使用するデータは、ディスクロージャー誌など一般に入手可能なデータ

を用いる。 

 

第３ 金融機関の経営状況評価を行う視点 

経営状況評価を行う視点は、次の各項に定めるとおりとする。 

１ 金融機関の基礎的な経営状況の総合評価  

金融機関の基礎的な経営状況の相対的な位置付けを見る。 

ディスクロージャー誌の情報に基づき、収益性、健全性、流動性という３つの側面

から分析するため、各金融機関の基礎的な経営状況を数値化することにより、評価を

行う。 



  



２ 監督当局により求められる基準の達成度  

特定の指標の絶対水準を見る。 

金融機関は一定以上の自己資本比率を維持できない場合、監督当局より早期是正措

置や業務停止命令が発動されることになる。また、資産内容に関する統一的な基準に

より算出される不良債権比率は、自己資本が毀損される危険度を表す重要な指標であ

る。 

したがって、自己資本比率と不良債権比率の２つの水準に着目し、組み合わせるこ

とにより自己資本比率と不良債権比率の警戒基準を設定する。 

 

３ 外部から見た評価  

代表的な格付機関の公開格付を見る。 

金融機関の財務指標による評価を基本とし、格付評価を一定勘案した総合判定に補

正する。 

なお、格付機関の公開格付を用いる理由は、「直前のディスクロージャー誌や決算情

報には反映されていない最新の情報を織り込んだ評価であること」、「市場の評価が極

めて警戒的な場合には、市場の評価そのものが金融機関の経営破綻を引き起こす場合

があること」などである。 

 

第４ 金融機関経営状況の評価の詳細 

金融機関経営状況評価の詳細は、次の各項に定めるとおりとする。 

１ 総合スコアの算出 

総合スコアは、各金融機関のディスクロージャー誌の収益性、健全性、流動性の３

つの側面から、基礎的な経営状況を表わすもので、次の指標を用いて、各金融機関が

どのような相対的位置にあるかを数値で示す。 

その手法として、収益性、健全性、流動性のそれぞれの側面において、各金融機関

相互間の格差を明らかにするため、統計的処理に基づいて個別の財務指標を組み合わ

せて点数化し、算出したそれぞれの数値を足し合わせることにより、基礎的な経営状

況を示す総合スコアを算出する。 

(1) 収益性：業務粗利益率、実質業務純益率、コア業務純益率 

(2) 健全性：経費率、不良債権比率、保全率、単体自己資本比率、 

連結自己資本比率、⊿ＥＶＥ 

(3) 流動性：ネット流動性（現金、預け金含む）、預貸率（期中平均） 

  



２ 自己資本比率と不良債権比率の警戒基準の設定 

自己資本比率と不良債権比率の２つの指標から、次のとおり自己資本比率と不良債

権比率の警戒基準を設定する。 

(1) ディスクロージャー誌から、自己資本比率及び不良債権比率を把握する。 

(2) 自己資本比率及び不良債権比率にそれぞれ水準を設定する。 

ただし、自己資本比率の規制基準として、国際基準適用行（８％以上）と国内基

準適用行（４％以上）は区別して水準を設定する。 

(3) 自己資本比率と不良債権比率の指標の組み合わせにより、５段階の自己資本比率

と不良債権比率の警戒基準を設定する。 

 

３ 総合判定 

総合判定は、２つの基準（総合スコア、自己資本比率と不良債権比率の警戒基準）

を組み合わせることにより、評価の高いものから順に、５段階で金融機関の経営状況

を評価する。 

 

４ 総合判定の補正 

総合判定の補正は、公開格付のある金融機関について、代表的な格付機関による最

新の格付を使用し、格付記号をもとに総合判定をプラス補正またはマイナス補正する。 

なお、総合判定のプラス補正は、金融機関の財務指標の評価を基本としているため、

補正の上限を設定する。 

 

   附 則 

 この要綱は平成14年10月18日から施行する。 

   附 則 

この要綱は平成28年10月3日から施行する。 

   附 則 

この要綱は令和６年９月27日から施行する。 

 

 


